
陸前高田市おためし居住体験事業による市営住宅等の一時使用に関する要領

令和４年９月２２日制定

令和５年４月１日一部改正

令和７年４月１日一部改正

令和７年７月１日一部改正

令和８年４月１日一部改正

（趣旨）

第１ この要領は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３８条の４第７項及

び陸前高田市行政財産の使用の許可に関する規則（平成１４年規則第２７号。以下

「行政財産使用許可規則」という。）の規定に基づき、陸前高田市おためし居住体験

事業による市営住宅及び駐車場（以下「市営住宅等」という。）の一時使用の許可等

に関して必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２ この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。

⑴ 市営住宅 市営住宅等条例（平成９年条例第１８号。以下「条例」という。）第

２条第１号に規定するものをいう。

⑵ 共同施設 公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第２条第９号に規定する

共同施設をいう。

⑶ 附帯施設 条例第３条の１２に規定する附帯施設をいう。

⑷ 陸前高田市おためし居住体験事業 市営住宅ストックの有効活用、本市への移

住定住の促進を図るため、県外（気仙沼市を除く）から本市に移住定住を希望す

る者に対して、家電等を整備した市営住宅の一時使用の許可等を行う事業をいう。

（対象住宅及び使用料）

第３ 一時使用の対象となる市営住宅及び一時使用にかかる使用料は別紙１のとおり

とする。

（一時使用できる者の資格）

第４ 市営住宅の一時使用をすることができる者は、次の全ての要件に該当する者と

する。



⑴ 県外（気仙沼市を除く）から本市に移住定住を希望している者であること。

⑵ 市が指定する SNS 等において、市内での生活の様子や魅力を外部に発信するこ

と。

⑶ 市が実施するアンケートに協力すること。

⑷ 暴力団員でないこと。（同居者を含む）

⑸ 申請日時点で１８歳以上６５歳以下であること。

⑹ 高等学校等（高等学校、中等教育学校、高等専門学校（１～３年）、専修学校高

等課程及び特別支援学校等）に在籍していないこと。

⑺ 原則として、３か月以上の使用を希望していること。

⑻ 市が指定する移住者向けのまち案内に参加すること。

⑼ 一時使用を許可した日から２月以内に当該市営住宅の鍵受け渡しを受け、入居

することができる者であること。

（一時使用許可の申請）

第５ 市営住宅の一時使用の許可を得ようとする者（以下「入居申請者」という。）は、

行政財産使用許可規則第３条に定める行政財産使用許可申請書に、次に掲げる書類

を添付し、市長に提出するものとする。

⑴ 誓約書（様式第１号）

⑵ 入居者名簿（様式第２号）

⑶ 住民票の写しの原本（使用者及び同居者全員分）

⑷ 緊急連絡人届（様式第３号）

⑸ 緊急連絡人確認資料（住民票の写し（コピー可）、免許証、健康保険証又はパス

ポート等の写し）

⑹ 個人情報の第三者への提供に係る同意書（様式第４号）

⑺ 陸前高田市おためし居住体験事業利用希望届出書（様式第５号）

⑻ 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（使用者等の人数の制限）

第６ 使用者及び同居者（以下「使用者等」という。）の人数は、岩手県住宅マスター

プラン（岩手県住生活基本計画）（令和４年３月策定）別紙４に定める最低居住面積

水準を満たすものとする。

（一時使用の許可）

第７ 市長は、第５の規定により申請書を受け付けた場合は、第４に定める市営住宅



の一時使用の資格及び第６に定める入居者数について審査し、別紙２「陸前高田市

おためし居住体験事業に係る入居選考基準」により選考した上で、適当と認めた者

に対して市営住宅の一時使用を許可する。

２ 市営住宅を一時使用許可する条件は、行政財産使用許可規則第３条第２項に掲げ

る事項のほか別紙３「市営住宅等一時使用許可条件」に掲げる事項とする。

第８ 市長は、第７により審査した結果、使用を許可した者（以下「使用者」という。）

に対して、行政財産使用許可規則第４条第１条に定める行政財産使用許可書及び別

紙３市営住宅等一時使用許可条件を交付するものとする。

２ 市長は、第７により審査した結果、使用を許可しない者に対して、行政財産使用

許可規則第４条に定める行政財産使用不許可書を交付するものとする。

３ 使用者は、使用の許可を受けた日から３０日以内に鍵を受け取り、鍵受領書（様

式第１３号）を市長に提出しなければならない。

（一時使用の期間）

第９ 市営住宅の一時使用の期間は、１年以内とし、市長が別に定める。

（緊急連絡人の変更等）

第１０ 使用者は、緊急連絡人を変更しようとするときは、あらかじめ、緊急連絡人

変更届（様式第３号）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。また、

緊急連絡人の氏名、住所、電話又は電子メールアドレスに変更があったときは、速

やかに緊急連絡人連絡先等変更届（様式第６号）に必要書類を添えて市長に提出し

なければならない。

（同居者の異動）

第１１ 使用者は、出生、死亡、転出等により同居者に異動があったときは、速やか

に、市営住宅同居者異動届出書（様式第７号）に異動の内容を証明する書類を添え

て、市長に提出しなければならない。

（同居の承認）

第１２ 使用者は、第５の入居者名簿に記載した同居人以外の者を同居させようとす

るときは、市営住宅同居承認申請書（様式８号）に必要な書類を添えて、市長に提

出し、その承認を得なければならない。

２ 市長は、前項の規定による申請に対し承認を与えたときは、市営住宅同居承認書

（様式第９号）により申請者に通知する。

（使用料の徴収）



第１３ 市営住宅等の使用料は、行政財産許可指令書により使用を許可した期間につ

いて徴収する。ただし、第１９により市営住宅等を返還する場合には返還日までの

期間、第２０により市営住宅等の使用の許可を取り消す場合には取消期日までの期

間について徴収する。

２ 使用料は、月の末日（月の途中を返還日とし、又は月の途中を取消期日としたと

きは、その日）までにその月分を納付しなければならない。

３ 市営住宅等の使用期間が１月に満たないときは、その月の使用料は日割計算とす

る。

４ 納期限までに使用料が納付されない場合の督促手数料の徴収等は、陸前高田市税

外収入未納金等徴収条例（昭和５０年条例第３号）によるものとする。

（使用者の費用負担義務）

第１４ 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。

⑴ 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

⑵ 汚物及びじんかいの処理に要する費用

⑶ 給水栓、点滅器等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要

する費用

⑷ 共同施設の通常の維持に要する費用

（使用者の保管義務）

第１５ 使用者等は、市営住宅及び貸与家電又は共同施設の使用について必要な注意

を払い、正常な状態において維持しなければならない。

２ 使用者等は、自己の責めに帰すべき事由によって市営住宅及び貸与家電又は共同

施設を滅失し、又は毀（き）損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠

償しなければならない。

（不在の届出）

第１６ 使用者は、市営住宅を引き続き１５日以上使用しないときは、あらかじめ市

営住宅不在届出書（様式第１０号）により市長に届け出なければならない。

（使用上の制限）

第１７ 使用者等は、市営住宅の模様替えその他市営住宅施設に工作を加える行為を

してはならない。

２ 使用者等は、市営住宅を他の者に貸し、又は使用の権利を他の者に譲渡してはな

らない。



（迷惑行為の禁止）

第１８ 使用者等は、騒音、振動、悪臭等により、他の入居者及び使用者に迷惑をか

け、又は生活環境を乱す行為をしてはならない。

（市営住宅の返還）

第１９ 使用者は、市営住宅を返還しようとするときは、返還しようとする日の５日

前までに陸前高田市市営住宅条例施行規則（平成１０年規則第３号）第２０条に規

定する市営住宅明渡届出書を提出しなければならない。

２ 前項により住宅の返還を行おうとする者は、市長の指定する者による検査を受け

なければならない。

（使用の許可の取消等）

第２０ 市長は、使用の許可をした市営住宅等を公用若しくは公共用に供するため必

要があるとき、使用者に行政財産使用許可規則第４条第２項第２号から第９号まで

に違反する行為があると認めるとき及び使用者が次の各号に該当するときは、行政

財産の使用の許可を取り消し、又は変更することができる。

⑴ 不正の行為によって使用許可を受けたとき。

⑵ 使用料を２月分以上滞納したとき。

⑶ ３０日以上市営住宅を使用しないとき。

⑷ 市営住宅又は共同施設を故意に毀（き）損したとき。

⑸ 第１２、第１５から第１８までの規定に違反したとき。

⑹ 使用者等が暴力団員であるとき。

⑺ 使用者が婚姻届を提出したとき。

（駐車場の一時使用）

第２１ 市長は、市営住宅の共同施設である駐車場について、使用者のうち駐車場の

一時使用の許可を受けようとする者がいる場合は、駐車場使用申込書（様式第１１

号）に必要な書類を添えて提出させなければならない。

２ 前項の申請は、入居申請者が市営住宅の一時使用の申請と同時にすることを妨げ

ない。

第２２ 市長は、第２１により申請を受けた場合は、条例第５１条から第５５条（第

５４条第５号を除く）まで並びに第５７条及び第６０条の規定を準用して許可する。

２ 市長は、前条の規定による駐車車両承認申請に対し承認を与えたときは、駐車場

使用許可証（様式第１２号）により申請者に通知する。



（準用）

第２３ その他駐車場の一時使用については、第７第２項から第１２まで、第１３、

第１６、第１７、第１９第１項及び第２０の規定について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「市営住宅」は「駐車場」と読み替えるものとする。

附 則

この要領は、令和８年４月１日から施行する。


